
平成２２年１２月１０日 
福岡市交通局 

 
 駅業務委託会社の社員がＩＣカード「はやかけん」を 
不正処理していた事案について   

 
 この度、福岡市地下鉄の駅務員の業務を委託している会社の社員が、地下鉄

ＩＣカード「はやかけん」を勤務駅の駅務機器で不正操作して、乗車料金を免

れていたという事実が、調査の結果判明いたしました。 
 これまで、地下鉄事業の運営にあたり、委託会社の社員も含めまして、職務

の厳正な執行に取り組んでまいりましたが、今回、地下鉄事業の信頼を損なう

このような事態が発生したことは、誠に遺憾であり、市民の皆様、また、地下

鉄をご利用のお客様に対しましてお詫び申し上げます。 
  
１． 概要 

他の交通事業者におけるＩＣカードの不正使用の事案の発生を受けて、

交通局において、平成２２年４月から平成２２年９月までの、調査を行

っておりましたが、その調査が、平成２２年１２月３日に完了し、その

中で、七隈線の駅務員の業務を委託している会社(日本通運株式会社福岡

支店及び株式会社ジェイアール西日本福岡メンテック)の社員２名が入場

記録を消去し、計７回で１，０７０円の乗車料金を免れていた事案が判

明いたしました。 
       
２． 交通局の対応 

(1)  本事案は、公共交通機関に携わる者として、絶対にあってはならない 
行為であり、直ちに、各委託会社へ厳格な指導を行うとともに、当該社

員については、福岡市地下鉄への配置を拒否する旨の通告をいたしまし

た。 
 (2)  １２月４日から順次、各委託会社に対し、再発防止に向け、本事案の

重大性を周知するための、社員教育を実施する事及び駅業務に従事する

社員の、ＩＣカードの適正な使用について、徹底するよう求めています。 
 

３． 今後の対応 
     １２月１５日までに、各委託会社に対し、免れていた乗車料金を交通

局指定の払込書で交通局口座に払込ませます。 
 
 

【お問い合わせ先】 
交通局運輸部乗客サービス課 

安永 ・ 永利 
℡ 092-732-4273 



《 参考資料 》 
 
１． 調査方法・結果 

(1) 調査方法 
平成２２年４月１日から平成２２年９月３０日までの全てのデータ

を抽出し、不正な処理の疑いのあるＩＣカード「はやかけん」に関し、

関係する委託会社の社員２名への聞き取りを実施しました。 
 

(2) 調査結果 
通勤時において地下鉄線を利用する際、ＩＣカード「はやかけん」

で入場し、自分の勤務する駅での出場時に改札機を通過せず、窓口

処理機でＩＣカード「はやかけん」の入場記録を消去していたこと

が判明いたしました。  
 
２． 関係者及び交通局の対応 

(1) 委託会社    株式会社日本通運福岡支店 
(2) 対 象 者    １名 
(3) 関係社員    契約社員 ６３歳 男性 
(4) 不正金額    ９８０円(合計) 
          渡辺通駅→桜坂駅 ２００円×２回＝４００円 
          橋本駅 →桜坂駅 ２９０円×２回＝５８０円 
 

  (5) 交通局の対応  １２月４日付 福岡市地下鉄への配置を拒否する 
通告 

 
 

(1) 委託会社    株式会社ジェイアール西日本福岡メンテック 
(2) 対 象 者    １名 
(3) 関係社員    契約社員 ５２歳 男性 
(4) 不正金額    ９０円(合計) 
           今宿駅→七隈駅  乗継割引料金５２０円  
           今宿駅→天神駅  乗車料金  ４９０円 

(天神駅で収受済み) 
           天神南駅→七隈駅 乗車料金   ３０円差額 
                        (この記録を消去)

３０円×３回＝９０円 
 

 (5) 交通局の対応  １２月４日付 福岡市地下鉄への配置を拒否する 
通告 

 


